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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを制御して生体内から超音波の受信信号を得る送受信部と、
　超音波の受信信号に基づいて生体内のドプラ情報を得るドプラ処理部と、
　生体内のドプラ情報に基づいて生体内における流体の運動ベクトルの分布を得るベクト
ル演算部と、
　運動ベクトルの分布に基づいて流体の流れを示す流線を形成するにあたり、初期開始点
から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡して適正開始点を探索し、適正開始点か
ら伸長された流線を形成する流線形成部と、
　を有し、
　前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に位置する追跡点を次々に辿
って流体の流れを逆追跡するにあたり、初期開始点または既に得られた追跡点における運
動ベクトルの反転ベクトルの方向に進んで次の追跡点を探索する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記流線形成部は、逆追跡の終了条件を満たした追跡点を適正開始点とする、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記流線形成部は、適正開始点から運動ベクトルの方向に流体の流れを追跡することに
より、適正開始点から伸長された流線を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡するこ
とにより初期開始点から適正開始点までの上流側の流線を形成し、初期開始点から運動ベ
クトルの方向に流体の流れを追跡することにより初期開始点から下流側の流線を形成し、
上流側の流線と下流側の流線を接続することにより、適正開始点から初期開始点を通り下
流側に向かって伸長された流線を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを制御して生体内から超音波の受信信号を得る送受信部と、
　超音波の受信信号に基づいて生体内のドプラ情報を得るドプラ処理部と、
　生体内のドプラ情報に基づいて生体内における流体の運動ベクトルの分布を得るベクト
ル演算部と、
　運動ベクトルの分布に基づいて流体の流れを示す流線を形成するにあたり、初期開始点
から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡して適正開始点を探索し、適正開始点か
ら伸長された流線を形成する流線形成部と、
　を有し、
　前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡するこ
とにより初期開始点から適正開始点までの上流側の流線を形成し、初期開始点から運動ベ
クトルの方向に流体の流れを追跡することにより初期開始点から下流側の流線を形成し、
上流側の流線と下流側の流線を接続することにより、適正開始点から初期開始点を通り下
流側に向かって伸長された流線を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記流線形成部で形成された流線に対して、当該流線上における流れの方向に応じた表
示処理を施すことにより、流線の表示画像を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記流線形成部で形成された流線に対して、当該流線上における流速に応じた表示処理
を施すことにより、流線の表示画像を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波を利用して得られた生体内のドプラ情報に基づいて、生体内における流体の運動
ベクトルの分布を得るベクトル演算部と、
　運動ベクトルの分布に基づいて流体の流れを示す流線を形成するにあたり、初期開始点
から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡して適正開始点を探索し、適正開始点か
ら伸長された流線を形成する流線形成部と、
　を有し、
　前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に位置する追跡点を次々に辿
って流体の流れを逆追跡するにあたり、初期開始点または既に得られた追跡点における運
動ベクトルの反転ベクトルの方向に進んで次の追跡点を探索する、
　ことを特徴とする流体情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、流体の流れを示す流線を形成する技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　血流などの流体に超音波を送受して得られる受信信号から流体に係る診断情報を得る技
術が知られている。例えば、特許文献１には、生体内の流体に対して超音波を送受して得
られる受信信号（エコーデータ）に基づいて、観測面内の複数点において流体に関する２
次元の速度ベクトルを得る技術が記載されている。観測面内の複数点における２次元の速
度ベクトルの分布から、流体の流れを示す流線などの診断情報を得ることが可能になり、
例えば、心臓等の診断への応用が期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１９２６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した背景技術に鑑み、本願の発明者は、超音波を利用して血流等の流体に係る診断
情報を得る技術について研究開発を重ねてきた。特に、流体の流れを示す流線を形成する
技術に注目した。
【０００５】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、超音波を利
用して流体の流れを示す流線を形成するにあたっての改良技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受するプローブと、プローブを
制御して生体内から超音波の受信信号を得る送受信部と、超音波の受信信号に基づいて生
体内のドプラ情報を得るドプラ処理部と、生体内のドプラ情報に基づいて生体内における
流体の運動ベクトルの分布を得るベクトル演算部と、運動ベクトルの分布に基づいて流体
の流れを示す流線を形成するにあたり、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流
れを逆追跡して適正開始点を探索し、適正開始点から伸長された流線を形成する流線形成
部と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　上記装置において、運動ベクトルとは、流体の運動に係るベクトル情報であり、具体的
には、流体内における各部分の速度と方向を示す速度ベクトルや、各部分の移動量と方向
を示す移動ベクトルなどが含まれる。運動ベクトルの分布は、例えば、特許文献１に記載
された技術（２次元の速度ベクトルの分布）を利用して得ることができるものの、他の公
知の技術を利用して運動ベクトルの分布を得るようにしてもよい。
【０００８】
　上記装置は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡して適正開始
点を探索し、適正開始点から伸長された流線を形成する。つまり、初期開始点から運動ベ
クトルの逆方向に、すなわち流れの上流側に向かって適正開始点が探索され、例えば、適
正開始点を起点とした流線が形成される。上記装置とは異なり、初期開始点から下流側の
みに流線を形成して表示すると、初期開始点から上流側に流線がないため、初期開始点に
おいて流線が途切れているように表示されてしまう。これに対し、上記装置によれば、初
期開始点よりも上流側において適正開始点が探索され、適正開始点から伸長された流線が
形成されるため、初期開始点よりも上流側から連続的で自然な流線を形成することが可能
になる。
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【０００９】
　望ましい具体例において、前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に
位置する追跡点を次々に辿って流体の流れを逆追跡する、ことを特徴とする。
【００１０】
　望ましい具体例において、前記流線形成部は、逆追跡の終了条件を満たした追跡点を適
正開始点とする、ことを特徴とする。
【００１１】
　望ましい具体例において、前記流線形成部は、適正開始点から運動ベクトルの方向に流
体の流れを追跡することにより、適正開始点から伸長された流線を形成する、ことを特徴
とする。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記流線形成部は、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に
流体の流れを逆追跡することにより初期開始点から適正開始点までの上流側の流線を形成
し、初期開始点から運動ベクトルの方向に流体の流れを追跡することにより初期開始点か
ら下流側の流線を形成し、上流側の流線と下流側の流線を接続することにより、適正開始
点から初期開始点を通り下流側に向かって伸長された流線を形成することを特徴とする。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記流線形成部で形成された流線に対して、当該流線上にお
ける流れの方向に応じた表示処理を施すことにより、流線の表示画像を形成することを特
徴とする。
【００１４】
　望ましい具体例において、前記流線形成部で形成された流線に対して、当該流線上にお
ける流速に応じた表示処理を施すことにより、流線の表示画像を形成する、ことを特徴と
する。
【００１５】
　また、上記目的にかなう好適な流体情報処理装置は、超音波を利用して得られた生体内
のドプラ情報に基づいて、生体内における流体の運動ベクトルの分布を得るベクトル演算
部と、運動ベクトルの分布に基づいて流体の流れを示す流線を形成するにあたり、初期開
始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡して適正開始点を探索し、適正開始
点から伸長された流線を形成する流線形成部と、を有することを特徴とする。
【００１６】
　上記流体情報処理装置は、例えばコンピュータにより実現することができる。つまり、
超音波を利用して得られた生体内のドプラ情報に基づいて、生体内における流体の運動ベ
クトルの分布を得るベクトル演算機能と、運動ベクトルの分布に基づいて流体の流れを示
す流線を形成するにあたり、初期開始点から運動ベクトルの逆方向に流体の流れを逆追跡
して適正開始点を探索し、適正開始点から伸長された流線を形成する流線形成機能と、を
コンピュータに実現させるプログラムにより、コンピュータを上記流体情報処理装置とし
て機能させることができる。なお、そのプログラムは、例えば、ディスクやメモリなどの
コンピュータが読み取り可能な記憶媒体に記憶され、その記憶媒体を介してコンピュータ
に提供されてもよいし、インターネットなどの電気通信回線を介してコンピュータに提供
されてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、超音波を利用して流体の流れを示す流線を形成するにあたっての改良技
術が提供される。例えば、本発明の好適な態様によれば、初期開始点よりも上流側におい
て適正開始点が探索され、適正開始点から伸長された流線が形成されるため、初期開始点
よりも上流側から連続的で自然な流線を形成することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。
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【図２】流体の流れを追跡する処理の具体例を説明するための図である。
【図３】流体の流れを逆追跡する処理の具体例を説明するための図である。
【図４】逆追跡により追跡点を決定する具体例を説明するための図である。
【図５】適正開始点から伸長された流線の具体例を示す図である。
【図６】流線の表示画像の具体例を示す図である。
【図７】流れの方向に応じた表示処理の具体例を示す図である。
【図８】流線上における流れの方向を示した表示画像の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。図１の超音
波診断装置は、生体内における流体の流れを示す流線を形成する機能を備えており、血管
内またはその他の臓器内に流れる血流等の流線を形成することができる。診断対象として
は、特に心臓内における血流が好適である。そこで、以下の説明においては、生体内にお
ける流体の好適な一例である心臓内の血流を診断対象とする。
【００２０】
　プローブ１０は、生体内の心臓を含む領域に超音波を送受波する超音波探触子である。
プローブ１０は、複数の振動素子を備えており、複数の振動素子が電子的に走査制御され
て、心臓を含む空間内で超音波ビームが走査される。プローブ１０は、例えば、医師等の
ユーザ（検査者）に把持されて被検者の体表面上に当接して用いられる。なお、プローブ
１０は、被検者の体腔内に挿入して用いられるものであってもよいし、電子的な走査と機
械的な走査とを組み合わせた探触子であってもよい。
【００２１】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマーおよび受信ビームフォーマーとしての機能を備
えている。つまり、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対し
て送信信号を出力することにより送信ビームを形成し、さらに、複数の振動素子から得ら
れる複数の受波信号に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成する。これによ
り、超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）が走査面内において走査され、超音波ビー
ムに沿って受信信号が形成される。なお、超音波の受信信号を得るにあたって、超音波ビ
ームが三次空間内で立体的に走査されてもよいし、送信開口合成等の技術が利用されても
よい。
【００２２】
　画像形成処理部２０は、走査面内から得られる超音波の受信信号に基づいて、超音波画
像用のデータ（画像データ）を形成する。画像形成処理部２０は、例えば、超音波の受信
信号に対して、検波処理やフィルタ処理やＡＤ変換処理等を施すことにより、Ｂモード画
像用のフレームデータを形成する。もちろん、Ｂモード画像以外の公知の超音波画像に係
る画像データが形成されてもよい。
【００２３】
　画像形成処理部２０は、超音波の走査に対応した走査座標系、例えばビームの深さ方向
に対応したｒ方向とビームの走査方向に対応したθ方向によるｒθ座標系において画像デ
ータを形成する。走査座標系（例えばｒθ座標系）において得られた画像データは、例え
ばデジタルスキャンコンバータにより座標変換処理等を施され、表示座標系（例えばｘｙ
直交座標系）の画像データに変換される。デジタルスキャンコンバータの機能は、例えば
画像形成処理部２０または表示処理部６０が備える。
【００２４】
　ドプラ処理部３０は、超音波ビームに沿って得られる受信信号に含まれるドプラシフト
量を計測する。ドプラ処理部３０は、例えば公知のドプラ処理により、血流によって超音
波の受信信号内に生じるドプラシフト量（ドプラシフト周波数）を計測し、血流について
の超音波ビーム方向の速度情報を得る。
【００２５】
　速度ベクトル演算部４０は、血流についての超音波ビーム方向の速度情報から、走査面
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内における２次元の速度ベクトルの分布を形成する。速度ベクトル演算部４０は、例えば
特許文献１（特開２０１３－１９２６４３号公報）に説明されるように、血流についての
超音波ビーム方向の速度情報と、心臓壁の運動情報を利用して、走査面内の各位置におけ
る血流の２次元速度ベクトルを得る。
【００２６】
　なお、超音波ビーム方向に沿った１次元の速度情報から、走査面内における２次元の速
度ベクトルの分布を形成するにあたっては、公知の様々な手法を利用することができる。
もちろん、互いに方向が異なる２本の超音波ビームを形成して、２本の超音波ビームの各
々から速度情報を得て、２次元の速度ベクトルを形成するようにしてもよい。
【００２７】
　速度ベクトル演算部４０は、超音波の走査に対応した走査座標系（例えばｒθ座標系）
において、複数のサンプル点について各サンプル点ごとに速度ベクトルを得て２次元の速
度ベクトルの分布を形成する。また、速度ベクトル演算部４０は、走査座標系（例えばｒ
θ座標系）において得られた２次元の速度ベクトルの分布から、座標変換処理や補間処理
により、表示座標系（例えばｘｙ直交座標系）における２次元の速度ベクトルの分布を得
る。なお、２次元の速度ベクトルの分布に関する座標変換処理や補間処理は、流線形成部
５０で行われてもよい。
【００２８】
　流線形成部５０は、速度ベクトル演算部４０において得られる２次元の速度ベクトルの
分布に基づいて、流体の具体例である心臓内の血流の流れを示す流線を形成する。流線形
成部５０における具体的な処理については後に詳述する。
【００２９】
　表示処理部６０は、画像形成処理部２０で形成される超音波画像の画像データと、速度
ベクトル演算部４０において得られる速度ベクトルの分布と、流線形成部５０において形
成される流線に基づいて、表示画像を形成する。表示処理部６０において形成された表示
画像は表示部６２に表示される。
【００３０】
　制御部７０は、図１に示す超音波診断装置内を全体的に制御する。なお、図１の超音波
診断装置は、例えば、マウス、キーボード、トラックボール、タッチパネル、ジョイステ
ィック等の操作デバイスを備えていることが望ましい。そして、制御部７０による全体的
な制御には、操作デバイス等を介してユーザから受け付けた指示も反映される。
【００３１】
　図１に示す構成（符号を付した各部）のうち、送受信部１２，画像形成処理部２０，ド
プラ処理部３０，速度ベクトル演算部４０，流線形成部５０，表示処理部６０の各部は、
例えば電気電子回路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現することができ、その
実現において必要に応じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また、上記各部に対
応した機能が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの
動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現されてもよい。表示部６
２の好適な具体例は液晶ディスプレイ等である。制御部７０は、例えば、ＣＰＵやプロセ
ッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（
プログラム）との協働により実現することができる。
【００３２】
　図１の超音波診断装置の概要は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置によ
り実現される機能の具体例について詳述する。なお、図１に示した構成（符号を付した各
部）については、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００３３】
　図２は、流体の流れを追跡する処理の具体例を説明するための図である。流線形成部５
０は、血流に係る２次元の速度ベクトルの分布が得られた平面内において、血流の流れを
追跡する。流線形成部５０は、複数の開始点ＳＰについて、各開始点ＳＰごとに、その開
始点ＳＰ（後に説明する適正開始点が望ましい）を起点として、２次元の速度ベクトルの
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分布に従って流体の流れを追跡する。図２には、代表例として１つの開始点ＳＰのみが図
示されている。
【００３４】
　流線形成部５０は、開始点ＳＰから、その開始点ＳＰの位置における速度ベクトル（図
２における矢印）の方向に進んで追跡点ＴＰを探索する。追跡点ＴＰは、例えば、破線で
示す格子状の演算グリッド上において探索される。演算グリッド上の追跡点ＴＰが探索さ
れると、その追跡点ＴＰの位置における速度ベクトルが参照され、その速度ベクトルの方
向に進んで次の追跡点ＴＰが探索される。
【００３５】
　なお、追跡点ＴＰの位置に速度ベクトルが無い場合には、例えば、その追跡点ＴＰの近
傍において既に算出されている複数の速度ベクトルに基づいて、例えば補間処理等により
得られる補間ベクトルが、その追跡点ＴＰにおける速度ベクトルとされる。
【００３６】
　こうして、図２に示すように、１つの開始点ＳＰを起点として速度ベクトルの分布に従
って次々に追跡点ＴＰが探索され、血流の流れが追跡される。流線形成部５０は、例えば
心臓の心腔に対して設定された関心領域内において、追跡の結果が関心領域の境界に到達
するまで追跡処理を実行する。なお、流線形成部５０は、追跡の過程において、速度ベク
トルが下限基準値以下となった時点において追跡を終了してもよいし、追跡の長さ（距離
）が上限値に達した時点において追跡を終了させてもよい。
【００３７】
　追跡が終了すると、流線形成部５０は、各開始点ＳＰとその開始点ＳＰから得られる複
数の追跡点ＴＰについて、互いに隣り合う点同士を直線または曲線で結ぶことにより、折
れ線状または曲線状の流線を形成する。
【００３８】
　各開始点ＳＰを起点として、速度ベクトルの方向への追跡（フォワードトレース）のみ
により流線を形成すると、その開始点ＳＰ（後に説明する初期開始点）から下流側に流線
が形成されるものの、その開始点ＳＰから上流側に流線が形成されない。そのため、その
開始点ＳＰにおいて流線が途切れているように表示されてしまう。例えば、心腔内におい
て流線の上流側が形成されていないと、不連続で不自然な流線が形成されてしまう。
【００３９】
　そこで、流線形成部５０は、当初の開始点ＳＰ（初期開始点）の上流側において適正な
開始点（適正開始点）を探索し、適正開始点を起点とする流線を形成する。適正開始点を
探索するにあたり、流線形成部５０は、血流の流れを逆追跡（バックトレース）する。
【００４０】
　図３は、流体の流れを逆追跡する処理の具体例を説明するための図である。流線形成部
５０は、診断対象となる関心領域内、例えば心臓の心腔内の全域に亘って、複数の初期開
始点ＳＰを離散的に配置し、配置された各初期開始点ＳＰごとに、その初期開始点ＳＰを
起点として、２次元の速度ベクトルの分布に従って流体の流れを逆追跡する。図３には、
代表例として１つの初期開始点ＳＰのみが図示されている。
【００４１】
　流線形成部５０は、初期開始点ＳＰから、その初期開始点ＳＰの位置における速度ベク
トル（実線矢印）の逆方向（破線矢印）に進んで追跡点ＴＰを探索する。追跡点ＴＰは、
例えば、格子状の演算グリッド上において探索される。演算グリッド上の追跡点ＴＰが探
索されると、その追跡点ＴＰの位置における速度ベクトルが参照され、その速度ベクトル
の逆方向（破線矢印）に進んで次の追跡点ＴＰが探索される。
【００４２】
　なお、追跡点ＴＰの位置に速度ベクトルが無い場合には、例えば、その追跡点ＴＰの近
傍において既に算出されている複数の速度ベクトルに基づいて、例えば補間処理等により
得られる補間ベクトルが、その追跡点ＴＰにおける速度ベクトルとされ、その速度ベクト
ルの逆方向が利用される。
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【００４３】
　こうして、図３に示すように、１つの初期開始点ＳＰを起点として速度ベクトルの逆方
向に位置する追跡点ＴＰが次々に探索され、複数の追跡点ＴＰを次々に辿って流体の流れ
が逆追跡される。そして、流線形成部５０は、逆追跡の終了条件を満たした時点における
追跡点ＴＰを適正な開始点（適正開始点）とする。
【００４４】
　流線形成部５０は、例えば、心臓の心腔に対して設定された関心領域内において逆追跡
の処理を実行し、逆追跡の結果が関心領域の境界に到達した時点における追跡点ＴＰを適
正開始点とする。なお、流線形成部５０は、逆追跡の過程において、速度ベクトルが下限
基準値以下となった時点における追跡点ＴＰを適正開始点としてもよいし、逆追跡の長さ
（距離）が上限値に達した時点における追跡点ＴＰを適正開始点としてもよい。さらに、
複数の終了条件を組み合わせた複合的な終了条件により適正開始点が決定されてもよい。
【００４５】
　流線形成部５０は、診断対象となる関心領域内、例えば心臓の心腔内の全域に亘って、
例えば格子状の演算グリッドの交点に複数の初期開始点ＳＰを配置し、各初期開始点ＳＰ
ごとに逆追跡により各適正開始点を探索する。
【００４６】
　図４は、逆追跡により追跡点を決定する具体例を説明するための図である。流線形成部
５０は、初期開始点ＳＰから運動ベクトル（速度ベクトル）の逆方向に位置する追跡点Ｔ
Ｐを次々に辿って流体の流れを逆追跡するが、その逆追跡において、反転方式（Ａ）と選
択方式（Ｂ）を利用することができる。
【００４７】
　反転方式（Ａ）では、初期開始点ＳＰ（または既に得られた追跡点ＴＰ）における速度
ベクトル（実線矢印）が参照されて、その初期開始点ＳＰ（または追跡点ＴＰ）から速度
ベクトルの反転ベクトル（破線矢印）の方向に進んで、例えば格子状の演算グリッド上に
おいて、追跡点ＴＰが探索される。流線形成部５０は、反転方式（Ａ）に代えて又は反転
方式（Ａ）と組み合わせて、選択方式（Ｂ）を利用してもよい。
【００４８】
　選択方式（Ｂ）では、例えば、初期開始点ＳＰ（または既に得られた追跡点ＴＰ）の近
傍において、演算グリッド上における複数の速度ベクトル（実線矢印）が参照され、それ
ら複数の速度ベクトルのうち初期開始点ＳＰ（または既に得られた最後の追跡点ＴＰ）に
向かう１つの速度ベクトルが選択され、その速度ベクトルの起点（演算グリッド上の点）
が追跡点ＴＰとされる。
【００４９】
　流線形成部５０は、逆追跡により適正開始点を探索すると、適正開始点から伸長された
流線を形成する。
【００５０】
　図５は、適正開始点から伸長された流線の具体例を示す図である。流線形成部５０は初
期開始点を仮想開始点とし、仮想開始点から、バックトレース演算により、つまり図３を
利用して説明した逆追跡の処理により、適正な開始点（適正開始点）を探索する。
【００５１】
　適正な開始点（適正開始点）が探索されると、流線形成部５０は、本来のベクトル成分
を用いたフォワードトレース演算により、つまり図２を利用して説明した追跡の処理によ
り、適正な開始点から複数の追跡点を次々に追跡し、適正な開始点と複数の追跡点につい
て互いに隣り合う点同士を直線または曲線で結ぶことにより、折れ線状または曲線状の流
線を形成する。
【００５２】
　なお、流線形成部５０は、初期開始点（仮想開始点）から、本来のベクトル成分を用い
たフォワードトレース演算により複数の追跡点を追跡し、初期開始点と複数の追跡点につ
いて、互いに隣り合う点同士を直線または曲線で結ぶことにより、初期開始点から下流側
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の流線を形成し、さらに、初期開始点から逆追跡により得られる複数の追跡点と適正開始
点について、互いに隣り合う点同士を直線または曲線で結ぶことにより、初期開始点から
適正開始点までの上流側の流線を形成し、上流側の流線と下流側の流線とを接続すること
により、適正開始点から初期開始点を通り下流側に向かって伸長される流線を形成しても
よい。
【００５３】
　流線形成部５０において流線が形成されると、表示処理部６０は、流線の表示画像を形
成する。
【００５４】
　図６は、流線の表示画像の具体例を示す図である。表示処理部６０は、画像形成処理部
２０で形成される超音波画像の画像データと流線形成部５０において形成される流線に基
づいて、例えば心臓内腔を映し出したＢモード画像内に複数の流線を示した表示画像を形
成する。
【００５５】
　図６の比較例は、複数の初期開始点から伸長された複数の流線を示した表示画像の具体
例である。つまり、比較例では、適正開始点が探索されておらず、初期開始点から上流側
の流線が形成されていない。そのため、関心領域内において、つまり心臓内腔の内部に設
定された初期開始点から伸長された流線が存在し、初期開始点において流線が途切れてお
り、初期開始点において流線が湧き出ているようにも見える。また、下流側ほど流線の数
が増えており、下流側ほど流線の密度が増加してしまう。
【００５６】
　これに対し、図６の表示例は、複数の適正開始点から伸長された複数の流線を示した表
示画像の具体例である。図６の表示例では、例えば、心臓内腔に対して設定された関心領
域の境界に到達することを終了条件として複数の適正開始点が探索されており、複数の適
正開始点から伸長された複数の流線が形成されている。そのため、関心領域内において、
つまり心臓内腔の内部において、流線が途切れてしまうことが殆どなく（望ましくは完全
になく）、さらに、下流側ほど流線の密度が増加してしまう現象も殆どなく（望ましくは
完全になく）、連続的で自然な流線を形成することが可能になる。
【００５７】
　また、表示処理部６０は、流線形成部５０で形成された流線に対して、その流線上にお
ける流れの方向に応じた表示処理を施して流線の表示画像を形成してもよい。その表示処
理としては、流れの方向を示した図形（三角形等）や記号（矢印等）が好適である。
【００５８】
　図７は、流れの方向に応じた表示処理の具体例を示す図である。具体例（Ａ）は流線上
において互いに隣り合う２つの追跡点から三角形を形成する具体例である。例えば互いに
隣り合う２つの追跡点を通る直線に沿って、上流側の追跡点から下流側の追跡点に向かう
方向に伸長された二等辺三角形が形成される。もちろん、上流側の追跡点から下流側の追
跡点に向かう矢印等が形成されてもよい。これにより、互いに隣り合う２つの追跡点間に
おける局所的な流れの方向を表示することが可能になる。
【００５９】
　一方、具体例（Ｂ）は、流線上において、二等辺三角形の先端となる追跡点から、上流
側に向かっていくつかの追跡点を遡り、数点離れた追跡点の位置を底辺とする二等辺三角
形の具体例である。これにより、互いに離れた２つの追跡点間における平均的な流れの方
向を表示することが可能になる。もちろん、底辺に対応した追跡点から先端となる追跡点
に向かう矢印等が形成されてもよい。
【００６０】
　表示処理部６０は、例えば具体例（Ａ）または具体例（Ｂ）により、各流線上の複数箇
所において流れの方向に応じた表示を形成する。もちろん、医師等のユーザが具体例（Ａ
）または具体例（Ｂ）を選択できる構成としてもよい。
【００６１】
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　図８は、流線上における流れの方向を示した表示画像の具体例を示す図である。表示処
理部６０は、複数の流線について、各流線上の複数箇所において流れの方向に応じた三角
形（又は矢印）を形成する。例えば、各流線上において一定間隔ごとに三角形（又は矢印
）が形成されてもよいし、流れの方向が大きく変化した箇所において三角形（又は矢印）
が形成されてもよい。もちろん、医師等のユーザが指定した箇所において三角形等が形成
されてもよい。
【００６２】
　また、表示処理部６０は、各流線に対して、その流線上における流速に応じた表示処理
を施して流線の表示画像を形成してもよい。例えば、各流線上の複数箇所において、各箇
所における速度ベクトルの大きさに応じた色づけ処理を施して、流速に応じて部分的に色
が異なる流線の表示画像を形成してもよい。
【００６３】
　さらに、表示処理部６０は、流線と共に又は流線に代えて、各速度ベクトルを矢印等で
示すことにより、速度ベクトルの分布画像を表示してもよい。
【００６４】
　以上、本発明の実施において好適な超音波診断装置について説明したが、例えば、図１
に示した速度ベクトル演算部４０と流線形成部５０と表示処理部６０のうちの少なくとも
一つをコンピュータにより実現し、そのコンピュータを流体情報処理装置として機能させ
てもよい。
【００６５】
　なお、上述した実施形態は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲を限定す
るものではない。本発明は、その本質を逸脱しない範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　画像形成処理部、３０　ドプラ処理部、４０
　速度ベクトル演算部、５０　流線形成部、６０　表示処理部、７０　制御部。
【要約】
【課題】超音波を利用して流線を形成するにあたっての改良技術を提供する。
【解決手段】ドプラ処理部３０は、超音波の受信信号に基づいて生体内のドプラ情報を得
る。速度ベクトル演算部４０は、生体内のドプラ情報に基づいて生体内における血流の速
度ベクトルの分布を得る。流線形成部５０は、速度ベクトルの分布に基づいて血流の流れ
を示す流線を形成するにあたり、初期開始点から速度ベクトルの逆方向に血流の流れを逆
追跡して適正開始点を探索し、適正開始点から伸長された流線を形成する。
【選択図】図１
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